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平成 26年６月 30日 

各      位 

会 社 名  株式会社ＳＥＥＤ 

（登記上 株式会社 シード） 

代表者名 代表取締役 小池 信三 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード １７３９） 

問合せ先 取締役 管理技術本部長 

谷口 茂雄 

（TEL．０７５－５９５－１３１１） 

支配株主等に関する事項について 

当社の親会社である株式会社三栄建築設計について、支配株主等に関する事項は、下記のとおりに

なりますので、お知らせいたします。 

記 

１．親会社、支配株主（親会社を除く。）又はその他の関係会社の商号等 （平成 26 年 3 月 31 日現在） 

名称 属性 
議決権所有割合（％） 発行する株券が上場されて

いる金融商品取引所等 直接所有分 合算対象分 計 

株式会社三栄

建築設計 
親会社 51.79 ― 51.79 

株式会社東京証券取引所 

市場第一部 

株式会社名古屋証券取引所 

市場第一部 

 

 

２．親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係 

   同社は、当社議決権の 51.79%を所有する親会社であります。 

   当社は、親会社から、分譲戸建住宅の建築・販売及び不動産賃貸管理事業におけるノウハウの

提供を受けております。 

   また、取締役３名を受け入れておりますが、当社の自主的な経営が尊重されており、親会社か

らの一定の独立性は確保されております。 
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（役員の兼務状況） 

役職 氏名 
親会社等又はそのグループ

企業での役職 
就任理由 

代表取締役 小池信三 代表取締役 

当社の事業領域に精通しているこ

とと、不動産業での実績を鑑み、代

表取締役に選任しております 

取締役 吉川和男 取締役執行役員管理本部長 

資本業務提携契約に基づき、親会社

の指名する候補者を選任しており

ます 

取締役 青山志行 執行役員名古屋営業本部長 同上 

 （注）当社の取締役７名、監査役３名のうち、親会社との兼任役員は当該３名のみです。 

 

 

３．支配株主等との取引に関する事項 

  

種類 会社等の名称 所在地
資本金又は

出資金
（千円）

事業の内容

議決権等
の所有
（被所

有）割合
（％）

関連当事
者との関

係
取引の内容

取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）

資金の借入
（注２）

570,000 短期借入金 370,000

借入金の返
済（注２）

200,000

利息の支払
（注２）

1,424 未払費用 1,336

第三者割当
増資の引受
（注３）

50,193

債務被保証
（注４）

82,000

不動産売
買の仲介
業務

手数料収入
（注５）

38,095

受託料収入
（注６）

13,200 未払金 13,860

長期未払金 146,754

事務所の
賃借

賃借料
（注７）

238

出向者の
受入れ

出向者の人
件費負担
（注８）

1,500

役員の兼
任

資金の調
達

商業施設
の管理運
営受託

親会社の役員
が議決権の過
半数を所有し
ている会社等

㈱三栄建築設計
（注１）

東京都杉
並区西荻
北二丁目1
番11号

1,340,150

戸建分譲事業
注文住宅・請
負事業
賃貸収入事業

被所有
51.79
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（注１） 当社の親会社の役員小池信三が議決権の 63.78％を直接所有しております。なお、㈱

三栄建築設計は当社の親会社に該当します。 

（注２） 資金の借入については、調達金利を基礎に利率を合理的に決定しております。 

（注３） 当社が行った第三者割当増資に対して、１株につき 38,610 円で 1,300 株引き受け

たものであります。 

（注４） 金融機関借入に際し債務保証を受けております。なお、債務保証金額の取引金額は、

期末借入金残高を記載しております。また、保証料の支払いは行っておりません。 

（注５） 不動産仲介取引に係る報酬額については、宅地建物取引業法の規定に基づき国土交

通大臣が定める報酬額の範囲内で、一般的条件と同様に決定しております。 

（注６） 業務受託料については、一般の取引と同様に決定しております。 

（注７） 賃借料については、近隣の相場を勘案して決定しております。 

（注８） 出向に関する覚書に基づき、出向者に係る人件費相当額を支払っております。 

 

 

４．支配株主との取引を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 

   支配株主と取引を行う場合は、一般の取引と同様に適切な条件を基本方針とし、双方協議のう

え、合理的に決定しております。 

以上 


